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その一杯が一生の後悔に

一杯だから問題ない。
酔いはもう覚めただろう。
事故を起こさなければいい。
短い距離だから.......
そういう行動、ご家族や友人

に胸を張って言えますか？
飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が科せられます！
例えば・・・
酒酔い運転の場合

○行政処分→点数３５点
免許取消し

○罰則→5年以下の拘禁刑又は100万以下の罰金
みんなで注意して飲酒運転の根絶を！

👮就職先として警察に興味はありませんか？
警察の仕事について知りたい方は

警務課（採用担当）までお問い合わせを！

👀 予告！
令和８年度は警察官・警察職員採用試験が

大きく変わる！

自動車の盗難発生！
瑞穂警察署管内では本年中（令和７年10月末現在）

19件の盗難被害が確認されており、そのうちの１件は瑞穂
交番管内で発生！
⚠ランドクルーザー,アルファード,レクサスなどの高級自動車
が狙われている！

👀防犯対策は？
タイヤロック、ハンドルロックを！

追加で警報装置、GPS等の搭載を！

事故・事故 緊急事案は １１０番
警察の 相談ダイヤル ＃９１１０


